
元長薬発第 718 号 

令和元年 10 月 21 日 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害並びに令和

元年台風第19号による災害に伴う診療録等の文書の保存に係る 

取扱いについて 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災

害並びに令和元年台風第19号による災害に伴う診療録等の文書の保存に係る取

扱いについて、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

本連絡は、一定期間保存することとされている文書が滅失した場合の取り扱

いについて示されたものです。 

調剤録や処方箋等の文書については、適切な管理の下で保存していたにもか

かわらず、今般の令和元年8月13日から9月24日までの間の暴風雨及び豪雨によ

る災害並びに令和元年台風第19号による災害によりやむを得ず滅失した場合

（電磁的記録の出力が不可能となった場合を含む）には、保存義務違反には当

たらないとされています。 

 つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知下さいま

すよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

長野県薬剤師会 

担当：保険医療課 中島・大塚・桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  

E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 






















